
淡路栄光園　ショートステイ（短期入所生活介護）の料金のご案内
（１）利用料金内訳

①【施設サービス費の１割】 ※年間所得によって、2割、3割負担になる可能性がございます。
要介護度、お部屋のタイプに応じたサービス利用料金から、介護保険給付額を除いた金額になります。

１日の利用料（多床室）※送迎加算含まず

要支援① 要支援② 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
利用料 446 555 596 665 737 806 874 要支援① 要支援② 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
機能訓練体制加算 12 12 12 12 12 12 12 負担限度１段階 ¥896 ¥1,005 ¥1,061 ¥1,130 ¥1,157 ¥1,271 ¥1,339
サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 18 18 18 18 18 18 負担限度2段階 ¥1,566 ¥1,675 ¥1,731 ¥1,800 ¥1,872 ¥1,941 ¥2,009
夜勤職員配置加算Ⅲ 15 15 15 15 15 負担限度3段階 ¥1,966 ¥2,075 ¥2,131 ¥2,200 ¥2,272 ¥2,341 ¥2,409

476 585 641 710 782 851 919 負担限度3段階② ¥2,266 ¥2,375 ¥2,431 ¥2,500 ¥2,572 ¥2,641 ¥2,709
送迎加算（片道） 184 184 184 184 184 184 184 負担限度4段階 ¥2,751 ¥2,860 ¥2,916 ¥2,985 ¥3,057 ¥3,326 ¥3,194
合計（送迎加算含む） 660 769 825 894 966 1,035 1,103

条件が整えば算定させて頂く加算 １日の利用料（従来型個室）※送迎加算含まず

要支援① 要支援② 介護度① 介護度② 介護度③ 介護度④ 介護度⑤
※Ⅱの場合は¥200、個別機能訓練を算定している場合は¥100 負担限度１段階 ¥1,216 ¥1,325 ¥1,381 ¥1,450 ¥1,522 ¥1,591 ¥1,659

負担限度2段階 ¥1,616 ¥1,725 ¥1,781 ¥1,850 ¥1,922 ¥1,991 ¥2,059
負担限度3段階 ¥2,416 ¥2,525 ¥2,581 ¥2,650 ¥2,722 ¥2,791 ¥2,859
負担限度額3段階② ¥2,716 ¥2,825 ¥2,881 ¥2,950 ¥3,022 ¥3,091 ¥3,159
負担限度4段階 ¥3,267 ¥3,376 ¥3,432 ¥3,501 ¥3,573 ¥3,642 ¥3,710

特定入所者介護サービス費/負担限度額認定
②【居住費】：保険者への申請により、所得に応じて利用負担の軽減措置があります。 ◎所得の低い方には、その負担が重くなり過ぎないように、所得段階に応じた軽減が用意されています。

　　・食費と居住費に関して段階に応じた減免が適応されます。（特定入所者介護サービス費/負担限度額認定）

基準費用額

利用者負担1段階 利用者負担2段階 利用者負担3段階①② 利用者負担4段階

多床室 ¥0 ¥370 ¥370 ¥855
従来型個室 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,171
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要介護度
多床室/従来型個室

多床室

※要支援は、料金発生しません。

サービス提供体制強化加算Ⅱ ¥22/日 従来型個室
個別機能訓練加算 ¥56/日

生活機能向上連携加算 ¥100/月
認知症行動・心理症状緊急対応加算 ¥200/月

緊急短期入所受入加算 ¥90/日
在宅中重度者受入加算 ¥413～¥425/日

（※）療養食加算 ¥8/食
（※）若年性認知症受入加算 ¥120/日

1日あたり
負担限度額

特定入所者介護サービス費/負担限度額認定

負担段階 所得要件
預貯金額要件

（夫婦の場合）
食事 居住費

③【食費】 ：保険者への申請により、所得に応じて利用負担の軽減措置があります。

１食あたり：　朝食：３8０円、昼食：５7０円、夕食：５５０円

基準費用額

１段階 ２段階 ３段階① ３段階② 利用者負担4段階

食費 ¥300 ¥600 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,500
※食費は、多床室、個室とも同じ料金となります。

１段階

生活保護受給者 要件なし

300円

多床室：０円

世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
1,000万円以下
（2,000万円）

個室：320円

１０００円

2段階
世帯全員が市町村民税非課税かつ

本人年金収入等が80万円以下
650万円以下

（1,650万円） ６００円

多床室：370円

個室：420円

3段階
②

世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等が120万円超

500万円以下
（1,500万円） １３００円

多床室：370円

個室：820円

1日あたり
負担限度額

3段階
①

世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等が80万円超120万円以下

550万円以下
（1,550万円）

④【日常生活費】
※多床室、従来型個室ともこれらの金額に日常生活費が加わります。

例：入浴消耗品代　１回につき１０円、おしぼり代　１日につき５０円
　　剃刀代　１ヶ月につき２１０円　マスク１枚、１０円 など ※介護報酬の改定に伴い、施設サービス費×介護職員処遇改善（8.3％）、

     嗜好飲料代　一杯３０円　喫茶代５０円、１００円、ＴＶ貸出　１日１０円 　　　　　　　　　　　　施設サービス費×介護職員等特定処遇改善加算（2.7％）分が加算されます。

※介護報酬の改定に伴い、施設サービス費×介護職員等ベースアップ等支援加算（1.6%）分が加算されます。

４段階（基準費用額） １50０円

多床室：855円

個室：1171円

①介護保険自己負担額
(1割負担額）

合計金額
（1日）＋

②居住費

（お部屋代）
③食費

④日常生活費
（シャンプー、おしぼり代な

ど）
＋ ＋ =


